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（適用範囲） 

第１条  本仕様書は、高速鉄道東西線レール探傷検査業務委託（以下「本業務」という。）

に適用する。 

 

（履行場所） 

第２条  本業務の履行場所は、別図のとおり、東西線の本線における一般部及び分岐器と

する。 

 

（履行期限） 

第３条  本業務の履行期限は、令和７年３月３１日限りとする。 

 

（用語の定義） 

第４条  本仕様書で使用する用語の定義は、次のとおりである。 

（１）「大型保守用機械」とは、保守作業に使用する作業車のうち、トロリ以外の作業車

で、自走式及び非自走式に区分される。 

なお、発注者所管の大型保守用機械は、別表のとおりである。 

（２）「トロリ」とは、保守作業に使用する作業車のうち、レールから容易に取り外すこ

とができるトロ、ハンドカー、軌道自転車、軌道バイク等で、自走式及び非自走式に

区分される。 

（３）「指揮者」とは、運転者を指揮監督し、大型保守用機械及びトロリに関するすべて

の業務を処理する。 

（４）「運転者」とは、指揮者の指揮を受け、大型保守用機械及びトロリの運転、取扱及

び仕業点検に従事する。 

 

（業務概要及び内容） 

第５条  本業務の概要は次のとおりとし、レール探傷検査に必要となる機器等は受注者が調

達するものとする。 

（１）一般部レール探傷検査  １式 （延長：３４.６ｋｍ） 

（２）分岐器内レール探傷検査 １式 （本線分岐器：３２基） 

２ 本業務の内容は下のとおりである。 

（１）レール探傷検査 

レール探傷検査は、超音波によるレール頭面からの連続した計測を行うものとし、レ

ール片側当たりのチャンネル構成は、「５ＭＨｚ－０°」、「２ＭＨｚ－４５°前方」、

「２ＭＨｚ－４５°後方」及び「２ＭＨｚ－７０°」の４チャンネル同等以上とする。 

なお、検査にあたっては、以下の事項に注意して行うこと。 

ア データ・デポを使用する場合は、情報を正確に検知しているか、常に確認する。 

 イ 定期的に探触子の超音波入射状況を確認する。 

 ウ 曲線区間できしり音の発生が想定される区間では、きしり音対策を講じること。 

エ レールに付着している油脂類がレール探傷検査に支障する恐れのある場合は、検

査前に取り除くこと。 

オ 検査箇所として、伸縮継目、クロッシング及びトングレール先端付近を除く。 
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（２）データ解析 

データ解析については、以下のとおり行うものとする。 

ア レール探傷検査結果から異常箇所を確認し抽出する。 

イ 探傷データの処理（地点対応、異常画像の解析、確認調査）を行う。 

ウ データ解析の結果、再調査が必要な場合は検査を行う。 

エ 検査結果の報告書を作成する。 

 

（提出書類） 

第６条  受注者は、発注者指定の提出図書様式により業務計画書等の書類を作成し、期限

までに必要部数を提出するものとする。 

２ 前項の関係書類に変更が生じた場合は、変更書類を速やかに提出するものとする。 

 

（業務主任技術者及び検査責任者） 

第７条  受注者は、本業務における業務主任技術者及び検査責任者を選定し、業務主任技

術者及び業務責任者の履歴及び業務歴記載の書類を発注者に提出しなければならない。 

２ 業務主任技術者は、契約図書に基づき、本業務に関する一切の事項を処理するものであ

り、本業務の内容を熟知し、技術上の管理を行うために必要な経験を有する者とする。 

３ 検査責任者は、本業務において、試験の計画・実施、試験結果の記録・分類・報告・判

定等を行う者であり、ＪＩＳ Ｚ ２３０５に定める超音波探傷試験レベル２以上の資格を

有する者でなければならない。本業務では、検査責任者を１人以上配置するものとする。  

４ 業務主任技術者と検査責任者は兼務することができる。 

 

（業務日時） 

第８条  本業務の作業日は、原則として、土曜日及び日曜日を除くものとする。 

２ 本業務の作業時間は、下のとおりとする。 

（１）レール探傷検査  

東西線の本線で実施するレール探傷の作業時間は、御陵駅２、４番線を除き、午前０

時３０分～午前４時３０分（夜間）とする。御陵駅２、４番線は、午前０時４０分～午

前４時００分とし、時間内に後片付けを含めて一切の作業を終了しなければならない。 

（２）その他の作業 

醍醐車庫等の側線で実施する準備及び跡片付け等のその他の作業は、列車運行に支障

しない範囲において、午前９時００分～午後５時００分（昼間）又は発注者の許可する

時間に行うことができる。 

 

（安全教育及び研修等） 

第９条  受注者は、本業務の従事員に対し、業務内容及び現場に則した安全教育及び研修

等を次の各号について実施し、速やかに書面にて発注者に報告するものとする。 

 なお、再委託業者がある場合は、その従事員も含めて実施するものとする。 

（１）本業務内容等の周知徹底 

（２）地下鉄工事請負者の保安心得、安全作業心得等による安全教育 

（３）緊急時における対応等の周知徹底 

（４）その他、安全管理において必要な事項 
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（レール探傷検査を行う大型保守用機械又はトロリの持込み） 

第１０条  受注者は、レール探傷検査を行う大型保守用機械又はトロリを自らの責により

調達して持込み（以下、「持込機械」という。）、検査を行うものとする。 

 

（持込機械及び運転者の許可申請） 

第１１条  受注者は、持込機械を東西線で使用するにあたって、持込機械の名称・使用目 

的・使用期間・使用線区・運転者等を記した別紙「大型保守用機械・トロリ持込み許可

申請書（第６号様式）」により発注者に申請し、許可を得なければならない。申請書には、

持込機械の諸元表及び検査記録、運転者の運転資格証を添付するものとするもとし、持

込機械の測定台車を含めて車両限界内であることを確認したうえで申請すること。 

 

（持込機械の運転者に関する要件） 

第１２条  持込機械の運転者に関する要件は、前条の申請時点において、年齢が６０歳未

満で、身体機能（視機能、聴力、身体機能等）検査及び精神機能（クレペリン）検査の結

果が業務を行うのに支障がないことを確認でき、かつ持込機械に関する発注者以外の鉄道

事業者における運転資格を有するものとする。 

２ 持込機械がトロリの場合は、前項の要件のみで申請することができる。持込機械が大型

保守用機械の場合は、前項の要件に加えて、東西線の大型保守用機械運転資格を有するこ

とが必要となる。 

 

（持込機械の運搬及び搬出入） 

第１３条  持込機械の醍醐車庫への運搬（地上）及び搬出入（地下）は受注者で行うもの

とし、日時及び搬出方法等については、発注者と打合せすること。 

２ 持込機械の醍醐車庫（地下）への搬出入については、エレベーター（幅３.００ｍ×奥

行３.９５ｍ×高さ２.９２ｍ、最大積載荷重５ｔ）を使用することができる。 

３ エレベーターで搬出入できないものは、醍醐車庫の覆工板（１.５３ｍ×５.８４ｍ、２,

７ｔ/枚、フック付、計１３枚）の開閉作業を行うことで、搬出入が可能となる。覆工板

の開閉作業を行う場合は、業務計画書に手順等を記載し、十分注意して行うこと。 

 

（持込機械の点検整備） 

第１４条  持込機械は、運転者が作業開始前に点検整備を行い、点検整備結果報告書を発

注者に提出するものとする。 

２ 持込機械の点検整備に必要な工具や消耗品及び燃料は、受注者が自らの責任において調

達すること。 

３ 光熱水費については、発注者が負担するものとする。 

 

（発注者所管の大型保守用機械又はトロリの使用） 

第１５条  受注者は、持込機械の回送や運搬、移動に際して、発注者所管の大型保守用機

械又はトロリ（以下「当局機械」という。）を使用することができる。 
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（当局機械の運転者に関する要件） 

第１６条  当局機械の運転者に関する要件は、身体機能（視機能、聴力、身体機能等）検

査及び精神機能（クレペリン）検査の結果が業務を行うのに支障がないことを確認でき、

かつ東西線の大型保守用機械運転資格を有するものとする。 

 

（当局機械の点検整備） 

第１７条  当局機械は、運転者が作業開始前に点検整備を行い、点検整備結果報告書を発

注者に提出するものとする。 

２ 当局機械の点検整備に必要な工具や消耗品、燃料、光熱水費については、発注者が負担

するもとする。 

 

（持込機械及び当局機械の運転等） 

第１８条  運転者が持込機械及び当局機械を運転する場合は、発注者が必ず指揮者として

添乗するものとする。 

２ 運転者は、指揮者の指示に従い、制限速度等を遵守し、特に競合作業区間を走行する場

合は、安全確認のうえ、他業務の支障とならないように務めなければならない。 

３ 運転者が運転を含めて本業務に従事しているときは、運転資格認定証を携帯しなければ

ならない。 

４ 当局機械に付属するクレーンを使用するものは、小型移動式クレーン技能講習以上の修

了者でなければならない。 

 

（軽微な変更） 

第１９条  本業務の実施にあたり、軽微な変更が生じた場合には、発注者及び受注者で協

議のうえ、本契約の範囲内において、処理するものとする。 

 

（緊急時の対処） 

第２０条  運転者は、持込機械又は当局機械の使用中に、異音、異臭その他の異常を感じ

たときは、直ちに調査し、その原因を取り除いた後でなければ運転を再開してはならない。 

２ 前項の調査の結果、指揮者が運転の継続に支障があると判断したときは、運転者は速や

かに列車運行に支障しない場所へ退避させなければならない。 

３ 受注者は、前項について、書面にて速やかに発注者へ報告するものとする。 

 

（受注者の過失及び補償） 

第２１条  受注者は自らの過失により、発注者の施設等に損傷等を与えた場合は、速やか

に報告し、発注者の指示に従って自らの責により速やかに現状に復するものとする。 

２ 本業務の実施に伴って通常発生する物件等の毀損の補修および騒音、振動、濁水、交通

騒音等による事業損失に係る補償は、受注者が行うものとする。ただし、臨時にして巨額

なものは除く。 
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（別 表） 

発注者所管の大型保守用機械一覧 

 

※ 非自走式は軌道ﾓｰﾀｰｶｰにより牽引又は推進 

 

  

線区 大型保守用機械名称 分類 自走式・非自走式の区分（機関の種類）

東
西
線 

軌道ﾓｰﾀｰｶｰ（NO.1 ｸﾚｰﾝ付) 軌道専用車 自走式（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ） 

軌道ﾓｰﾀｰｶｰ（NO.2 作業台付) 軌道専用車 自走式（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ） 

軌道検測車（MPV9E) 軌道専用車 自走式（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ） 

ﾚｰﾙ削正車 軌道専用車 自走式（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ） 

三転ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾛ 軌道専用車 非自走式 

道床洗浄車 軌道専用車 非自走式 

ﾚｰﾙ運搬車 軌道専用車 非自走式 

鉄製ﾄﾛ 軌道専用車 非自走式 

建築限界測定車 軌道専用車 非自走式 
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別 図

高速鉄道東西線レール探傷検査　検査範囲図
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凡 例

駅

一般部検査範囲

(分岐器部除く)

検査対象外

京津線(２番線)

京津線(４番線)

（１）一般部レール探傷検査 （２）分岐器内レール探傷検査

No 基

始端 終端 ① ５１イロ、５２イロ 4

-2k440m -2k440m 17,620m 430m 17,190m ② ５１イロ、５２イロ 4

-2k440m -2k440m 17,440m 430m 17,010m ③ ４１イロ 2

6k252m 6k490m 238m 0m 238m ④ ４２イロ 2

6k252m 6k490m 238m 0m 238m ⑤ ４４ 1

35,536m 860m 34,676m 34.6㎞ ４３イ 1

４３ロ 1

⑦ ５１ 1

⑧ ５２ 1

⑨ ４１イロ 2

５１イロ 2

５２ 1

⑪ ４１イロ 2

⑫ ４１イロ、４２イロ 4

⑬ ４１イロ、４２イロ 4

32

計

京津線(４番線)

延長
(Ａ)

分岐器部延長
(Ｂ)

検査延長
(Ａ)-(Ｂ)

六地蔵～太秦天神川(下り線)

六地蔵～太秦天神川(上り線)

京津線(２番線)

小野８＃片開き左分岐

⑥
小野８＃両開き分岐

軌道ＭＬ

烏丸御池８＃ＣＯ

二条１０＃ＳＣ

太秦天神川１０＃ＳＣ

計

分岐器名称

小野８＃片開き右分岐

御陵１０＃両開き分岐

御陵１０＃片開き左分岐

蹴上８＃ＣＯ

⑩
京都市役所前１０＃-８＃ＣＯ

京都市役所前１０＃片開き左分岐

六地蔵１０＃ＳＣ

醍醐１０＃ＳＣ

小野南西側８＃ＣＯ

小野南東側８＃ＣＯ


